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居宅介護支援サービス
重要事項説明書

社会福祉法人　ももたろう会

吉備高原総合福祉センター　居宅介護支援事業

ももたろうケアステーション
岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５３１

ＴＥＬ　０８６６－５６－９７１１

ＦＡＸ　０８６６－５６－９７２２
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員数 常勤 非常勤 専従 兼務

1 1 0 0 1

1 1 0 0 1

1．当事業者の法人概要

事業者名  社会福祉法人　ももたろう会

法人所在地  岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５３１

法人種別  社会福祉法人

代表者氏名  伊藤　大樹

電話番号 　0866-56-9711

ＦＡＸ番号 　0866-56-9722

2．事業所の概要

事業所名
　吉備高原総合福祉センター

　居宅介護支援事業　ももたろうケアステーション

所在地 　岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５３１

管理者名 　清原　眞奈美

電話番号 　0866-56-9711

ＦＡＸ番号 　0866-56-9722

3．事業の目的と運営方針

介護保険法を遵守し、公正中立な居宅介護支援の提供を目指し、利用者の方が可能な限りご
自宅で生活できるよう、利用者やご家族の方の希望を取り入れ、また各個人の心身の状態に
応じて居宅サービス計画を作成することを目的としています。

4．職員体制

従業者の職種

管理者

介護支援専門員

5．営業日時

営業日

　毎週月・火・水・木・金曜日の５日間

　但し、12／31～1／3　・　8／13～15・国民の祝日は休業とします。

  ※上記の営業日以外にも営業を行うことがあります。

サービス提供時間
　午前８時３０分から午後５時３０分まで

  ※上記の営業時間以外にも営業を行うことがあります。

6．サービス提供地域
吉備中央町・岡山市北区
※上記の提供地域を越えてサービス提供を行うことがあります。
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7．サービス内容

種類 内　　　容

居宅サービス
計画の作成

・利用者のお宅を訪問し、利用者やご家族に面接して情報を収集し、解決す
べき問題を把握します。

・ご自宅周辺地域における複数の居宅サービス事業者が実施しているサー
ビスの内容、利用料等の情報を公平に利用者やご家族に提供し、利用者に
サービスの選択をしていただきます。又、利用者やご家族は、居宅サービス
計画の内容、居宅サービス事業者の選定理由の説明を求めることができま
す。

・提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供する上
での留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

・居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等について、保険給
付の対象となるサービスと保険給付の対象とならないサービス（自己負担）を
区分して、それぞれの種類、内容、利用料等を利用者やご家族に説明し、同
意をいただくようにします。

・居宅サービス計画の原案は、利用者やご家族と協議した上で、必要があれ
ば変更を行い、その場合には利用者から文書による同意を得ます。

居宅サービス事業
者等との

連絡・調整

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス
事業者等との連絡調整を行います。

・利用者や家族は、居宅サービス事業所などを紹介するよう求めることがで
きることを説明します。

サービス実施状況
の把握・居宅サー
ビス計画等の評価

・利用者やご家族と毎月連絡を取り、サービスの実施状況の把握に努めま
す。

・利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出又は状態
の変化等に応じて居宅サービス計画の評価・変更を行います。

相談・説明 ・介護保険や介護に関することは、誠意を持って幅広くご相談に応じます。

医療との連携・
主治医への連絡

・利用者の主治医及び関係医療機関との間において、利用者の疾患に関す
る情報について必要に応じ連絡を取らせて頂きます。そのことで利用者の疾
患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、
以下の対応をお願い致します。

①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよ
う、入院時に持参する医療保険証又はお薬手帳等に、当事業所名及び担当介護支援専
門員が分かるよう、名刺を入れておく等の対応をお願い致します。
②入院時には、ご本人又はご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門員の名称を
伝えて頂きますようお願い致します。

介護保険施設の
紹介等の支援

・利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望された場合には、利用
者に介護保険施設等の紹介その他援助を行います。

成年後見制度の
活用支援

（財産管理・権利
擁護への対応）

・サービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について
問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づいて
連絡などを行います。
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訪問介護、通所介護、福祉用具貸与および地域密着型通所介護について選定理由の説明を
求めることが可能,。

　（１）法定給付

9．公正中立性の取組の見直し

虐待防止責任者
電話番号
ＦＡＸ番号

　　清原　眞奈美

行動指針

利用者個人としての尊厳を守り、個々の特性やニーズに即し自立し

た生活を支えます。よって職員は利用者の「人権」を尊重した姿勢を

　　0866-56-9722

利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、虐待防止責任者を配置するとともに、虐待を受けた
　と思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。

種類 内　　　容

居宅サービス
計画の変更

・利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業者が居宅サー
ビスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、合意の
上、居宅サービスの変更を行います。

要介護認定に
かかる申請の援助

・利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行います。

・利用者の要介護認定有効期間満了の概ね60日前には、要介護認定の更
新申請に必要な協力を行います。

サービス提供記録
の閲覧・交付

・利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けること
ができます。

訪問
・介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況や利用者の課題を把握
するため、利用者の居宅を毎月1回訪問します。

同一事業者のよっ
て提供された各
サービスの割合

・前6か月間に作成した居宅サービス計画書における、訪問介護、通所介
護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合及び、前
6ヶ月間に作成した居宅サービス計画書における、訪問介護、通所介護、地
域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの同一事業者によって
提供されたものが占める割合について説明を行います。

10．利用料

当事業所の居宅介護支援（居宅サービス計画の作成・変更、事業者等との連絡調整、相談説
明等）については、原則として利用者の負担はありません。すべて保険給付になります。
ただし、保険料の滞納などにより法定代理受領できない場合は、一旦１ヶ月当たりの料金をお
支払いいただきます。その場合、事業者は指定居宅介護支援提供証明書を発行いたしますの
で、後日、所在市町村窓口に指定居宅介護支援提供説明書を提出いたしますと、払い戻しを
受けることができます。

８.高齢者虐待防止・身体拘束等の適正化

　　0866-56-9711

方　　針

堅持し、創意工夫をもって利用者の支援、介護を行います。

差別の禁止　　　　　　　　　　　　　　　　体罰の禁止

専門性の向上と倫理の確立　　　　　　社会参加の促進

利用者の主体性と個性の尊重　　　　 プライバシーの保証

人権の尊重と対等な立場での看護・介護・援助
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　（２）法定外給付

　（３）交通費

サービスに関する相談や苦情については、速やかに対応を行います。

当事業所相談窓口

外部苦情相談窓口

当事業所の居宅介護支援（居宅サービス計画の作成・変更、事業者等との連絡調整、相談説
明等）については、原則として利用者の負担はありません。すべて保険給付になります。
ただし、保険料の滞納などにより法定代理受領できない場合は、一旦１ヶ月当たりの料金をお
支払いいただきます。その場合、事業者は指定居宅介護支援提供証明書を発行いたしますの
で、後日、所在市町村窓口に指定居宅介護支援提供説明書を提出いたしますと、払い戻しを
受けることができます。

種類 金額 内　　容

申請代行料 無料
要介護認定の申請代行にかかる費用については無料で
す。

種類 金額 内　　容

交通費
自動車使用時 通常のサービス提供地域を越えた場合、その越えた時点

から実費負担が必要となります。1㎞当たり30円

11．秘密の保持
当事業所は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びご家族に関する個人情報を、正当
な理由なく第三者に漏らしません。
この守秘義務は契約終了後も同様です。

12．緊急時及び事故発生時の対応について

居宅介護支援の提供を行っているときに利用者に病状等の急変が生じた場合、その他必要な
場合に、当事業所は速やかに主治医及び利用者の家族等に連絡を取るなど必要な措置を講
じます。又、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速や
かに市町村、県民局、利用者のご家族に連絡を行うと共に必要な処置を講じます。

当事業所が利用者に対して賠償すべきことが起こった場合は、契約書本文第１１条に基づき、
当事業所は金銭等により賠償いたします。当事業所は以下の内容で損害賠償保険に加入して
います。

加入保険名 あいおい損保　「社会福祉施設総合保険」

保険の内容 対人・対物補償・感染症見舞金補償・什器備品賠償補償

13．苦情・相談窓口

担当 　管理者　清原　眞奈美

電話番号 　０８６６－５６－９７１１

ＦＡＸ番号 　０８６６－５６－９７２２

対応時間 　午前８時３０分から午後５時３０分まで

社会福祉法人ももたろう会　苦情解決第三者委員

担当 　佐々木　一成

電話番号 　０９０－５３７７－００３１

担当 　菊池綜合法律事務所　弁護士　菊池捷男

電話番号 　０８６－２３１－３５３５
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当事業所は、居宅介護支援の提供にあたり利用者に重要事項を説明しました。

この証として本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各自1通を保有する

ものとします。

　令和　　　　年　　　　月　　　　日　

＜事業者＞ 所在地 岡山県加賀郡吉備中央町吉川７５３１

事業者名 社会福祉法人　ももたろう会

吉備高原総合福祉センター

居宅介護支援事業　ももたろうケアステーション　　

＜管理者・説明者＞ 介護支援専門員

氏名 清原　眞奈美                 

　岡山県国民健康保険団体連合会

所在地 　岡山市北区桑田町１７番５号＜岡山県国保会館＞

　０８６－８０３－１２４０

岡山市保健福祉局高齢福祉部　事業者指導課

電話番号 　０８６－２２３－８８１１

吉備中央町役場　福祉課　介護支援班

所在地 　加賀郡吉備中央町豊野１－２＜賀陽庁舎内＞

電話番号 　０８６６－５４－１３１７

所在地 　岡山市北区大供3丁目1-18　KSB会館4階

電話番号 　０８６－２１２－１０１２

一、居宅介護支援サービスの提供に際し、本書面の重要事項の説明を行いました。

二、当事業所は、居宅サービス作成のために知り得た貴殿及びご家族に関する個人情報は、
計画作成及び各サービス提供事業所への情報提供、業務遂行以外の目的に使用しません。

三、知り得た情報が、個人に関する情報（個人情報）であることを十分認識し、必要不可欠な場
合以外は、当事業所以外の者には決して漏れることがないよう、情報の管理には細心の注意
を払います。又、契約終了後も存続し、職員が退職した後も同様とします。

　岡山市保健福祉局高齢福祉部　介護保険課

所在地 　岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話番号
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　令和　　　　年　　　　月　　　　日　

＜利用者＞ 住所

氏名 印

＜家　族＞ 住所

氏名 印

一、私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援サービスの提
供開始に同意しました。

二、私は、よりよい居宅サービス等を利用できるよう、サービス担当者会議等で必要な場合に
は、私及び私の家族の個人情報を必要不可欠な範囲内で使用することに同意します。

－　7 －


